
 

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について 

 

国の通知に基づき、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種を以下のとおり実施

する。 

 

１ 実施概要 

  接種期間  令和３年２月下旬～秋頃（予定） 

  対象者   全区民 

  接種順位  （１）医療従事者等 

        （２）高齢者 

        （３）高齢者以外で基礎疾患を有する方、高齢者施設等の従事者 

        （４）上記以外の方 

実施主体者 区 

実施方法  医療機関での「個別接種」、区施設等での「地域集団接種」 

  費用負担  全額国が負担（補助率 10/10） 

  

２ 今後のスケジュール（予定） 

（２月１日） 区報２月１日号（住民接種の予告） 

（２月上中旬）接種会場の確定 

（２月下旬） 医療従事者等への接種開始 

（３月１日） 区報３月１日号（予防接種の概要、接種券の発送等の事前周知） 

        窓口・コールセンター運営開始 （場所：本庁舎） 

（３月 11日） 区報３月 11日号（接種会場、予約受付等の周知） 

（３月上中旬）高齢者への接種券発送、接種予約受付開始 

（３月下旬～）高齢者への接種開始 

（４月中旬～）高齢者以外の方の接種券発送 

（４月下旬～）基礎疾患を有する方、高齢者施設等の従事者への接種開始 

       上記以外の方の接種開始 
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